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告 示

広島市告示第２５６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項

の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務の

公金事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定公金事務取扱者の名称、代表者の氏名及び住所又は事業

所の所在地

　　株式会社　三つ葉包装

　　代表取締役　沖本　一秋

　　広島市東区戸坂桜東町１０番７号

２　指定公金事務取扱者の指定をした日

　　令和６年４月１日

３　指定公金事務取扱者に公金事務を委託した期間

　　契約締結日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第２５７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社おか
えり

ヘ ル パ ー ス
テーションお
もち

広島市佐伯区
利松一丁目２
６番１３号

訪問介護

合同会社アズ
イズＬＩＮＫ

ホームケアコ
モエス

広島市佐伯区
八幡東三丁目
２９番１０－
４０４号

訪問介護

株式会社タン
ポポ

訪 問 看 護 ス
テーションタ
ンポポ

広島市南区段
原南一丁目１
９ 番 ２ ７ 号
パークコート
Ｓ－１　２０
１号室

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ＵＮ
ＩＴＥ

みやこ訪問看
護ステーショ
ン

広島市南区比
治山本町１６
－２　１階

訪問看護及び介
護予防訪問看護

有 限 会 社 リ
ラックス

訪問看護リハ
ビ リ ス テ ー
ションりらっ
くす

広島市西区南
観音一丁目１
１番４１－１
０１号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

デイサービス
広島市安芸区
矢野西四丁目

株式会社みの
り

センターげん
きサポート矢
野

１０番１８号
ＦＨＫジーニ
アルビル３０
１

通所介護

社会福祉法人
うすい会広島
光明学園

特別養護老人
ホーム第二光
明

広島市東区牛
田本町六丁目
１番１号

介護予防短期入
所生活介護



広島市告示第２５８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

又は指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので、同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２５９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年５月１日

広島市長　　松　井　一　實　

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

広島中央保健
生活協同組合

定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護生協
いつかいち２
４

広島市佐伯区
千同一丁目２
１番１６号

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

メディカル・
ケア・サービ
ス関西株式会
社

愛の家グルー
プホーム広島
大林

広島市安佐北
区大林一丁目
８番１５号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

株 式 会 社 サ
ルート

グループホー
ムとまとやは
た

広島市佐伯区
八幡東四丁目
２３番１７号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

社会福祉法人
正仁会

看護小規模多
機能ホームな
ごみの郷

広島市安佐北
区落合五丁目
２５番８号

看護小規模多機
能型居宅介護

広島中央保健
生活協同組合

看護小規模多
機能コープ五
日市

広島市佐伯区
千同一丁目２
１番１６号

看護小規模多機
能型居宅介護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社おか ヘ ル パ ー ス 広島市佐伯区 訪問介護サービ



―６―　第１１２９号 令和６年７月１日広 島 市 報

えり テーションお
もち

利松一丁目２
６番１３号

ス

合同会社アズ
イズＬＩＮＫ

ホームケアコ
モエス

広島市佐伯区
八幡東三丁目
２９番１０－
４０４号

訪問介護サービ
ス

株式会社みの
り

デイサービス
センターげん
きサポート矢
野

広島市安芸区
矢野西四丁目
１０番１８号
ＦＨＫジーニ
アルビル３０
１

１日型デイサー
ビス



広島市告示第２６０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２６３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ８ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２６４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ８ 日　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

おはな訪問看
護ステーショ
ン

広島市中区吉島
西二丁目８－１
８リバティ吉島
４０３号室

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

ホームナーシ
ングソワン

広島市東区戸坂
新町一丁目７－
１７　２０１号
室

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

広島ｗｉｔｈ
訪 問 看 護 ス
テーション

広島市南区旭一
丁目１－２０ア
ルザス旭町２０
１号室

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

い の く ち 内
科・呼吸器ク
リニック

広島市西区井口
四丁目１８－７
－２０１

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので、生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第２６５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項

の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

２　委託した期間

　　契約締結日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第２６６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ザ・ビッグ安古市店

　　所在地　広島市安佐南区大町東三丁目１３２０番１　外

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

名称 住所 代表者

株式会社三つ葉包
装

広島市東区戸坂桜東町１
０番７号

代表取締役　沖
本　一秋
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　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から令和６年９月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２６７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ザ・ビッグ戸坂店

　　所在地　広島市東区戸坂山崎町８番１３号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市東区東蟹屋町９番３８号

　　　広島市東区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から同年９月９日まで。ただし、広島市

の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１条

第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２６８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ザ・ビッグ五日市店

　　所在地　広島市佐伯区八幡二丁目２４番３２号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から令和６年９月９日まで。ただし、広
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島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２６９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　安佐北ショッピングセンター

　　所在地　広島市安佐北区亀山九丁目２１３番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

　　株式会社ナフコ

　　代表取締役　石田　卓巳

　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

３　変更事項

　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から令和６年９月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２７０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　マックスバリュ園店

　　所在地　広島市安佐南区園四丁目５３番７ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

４　変更年月日

　　令和６年３月１日

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

名称 住所 代表者氏名

マックスバリュ西日
本株式会社

広島市南区段原南一
丁目３番５２号

代表取締役　
平尾　健一

名称 住所 代表者氏名

株式会社フジ
愛媛県松山市宮西一
丁目２番１号

代表取締役　
山口　普
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６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から令和６年９月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第２７１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規摸小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　マックスバリュ高取店

　　所在地　広島市安佐南区高取北三丁目９０番７ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

名称 住所 代表者氏名

マックスバリュ西日
本株式会社

広島市南区段原南一
丁目３番５２号

代表取締役　
平尾　健一

名称 住所 代表者氏名

株式会社フジ
愛媛県松山市宮西一
丁目２番１号

代表取締役　
山口　普

４　変更年月日

　　令和６年３月１日

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から令和６年９月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第２７２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　マックスバリュ高陽店

　　所在地　広島市安佐北区口田四丁目６番３２号

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　別紙のとおり。
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４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から令和６年９月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２７３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　イオン西風新都ショッピングセンター

　　所在地　広島市安佐南区大塚西六丁目７０４４番

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から令和６年９月９日まで。ただし、広

島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２７４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　マルナカ可部店

　　所在地　広島市安佐北区可部七丁目１００番１外

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日
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６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から同年９月９日まで。ただし、広島市

の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１条

第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２７５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　マルナカ白島店

　　所在地　広島市中区西白島町２２番６ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　株式会社フジ

　　代表取締役　山口　普

　　愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

　　（変更後）

名称 住所 代表者氏名

マックスバリュ西日
本株式会社

広島市南区段原南一
丁目３番５２号

代表取締役　
平尾　健一

名称 住所 代表者氏名

株式会社フジ
愛媛県松山市宮西一
丁目２番１号

代表取締役　
山口　普

４　変更年月日

　　令和６年３月１日

５　届出年月日

　　令和６年４月２６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月９日から同年９月９日まで。ただし、広島市

の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第１条

第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月９日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第２７６号　

令和６年５月１４日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２７７号　

令和６年５月１４日　

文書名
印影を印刷する

公印の名称

市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事
項証明書

市長印

市民税・県民税・森林環境税課税台帳記載事
項証明書（一般用）（コンビニエンスストア
で交付するものに限る。）

・市長印
・市長職務代理

者印
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　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和６

年５月３１日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代える

ことをやめることとしましたので、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２７８号　

令和６年５月１４日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和６

年５月１９日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代える

ことをやめることとしましたので、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２７９号　

令和６年５月１６日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エブリイ舟入南店

　　所在地　広島市中区舟入南一丁目６７４番９　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社

　　代表取締役　野々口　剛

　　東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

３　変更事項

　　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

　　三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社

文書名
告示日

告示番号
印影を印刷する

公印の名称

市民税・県民税課税
台帳記載事項証明書
（一般用）（コンビ
ニ エ ン ス ス ト ア で
交 付 す る も の に 限
る。）

平成２８年３月１１日
広島市告示第１０３号

・市長印
・市長職務代理

者印

文書名
告示日

告示番号
印影を印刷する

公印の名称

市民税・県民税課税
台帳記載事項証明書

平成２６年３月１７日
広島市告示第１２４号

税務部専用市長
印

　　代表取締役　西喜多　浩

　　東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

　　（変更後）

　　三菱ＨＣキャピタルエステートプラス株式会社

　　代表取締役　野々口　剛

　　東京都千代田区丸の内一丁目６番５号

４　変更年月日

　　令和６年４月１日

５　届出年月日

　　令和６年５月２日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月１６日から令和６年９月１６日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月１６日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課



広島市告示第２８０号　

令和６年５月１７日　

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例施行規則（昭和５５年広島市規則第３１号）

第４条第１項の規定に基づき、下水道事業受益者申告書の提出期

限は、令和６年６月７日とします。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第２８１号　

令和６年５月２０日　

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の本体事業を次のとおり実施するので、同

法第７条の規定により告示します。
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広島市長　　松　井　一　實　

１　事業計画が公示された年月日

　　令和６年５月２０日

２　調査を実施する者の名称

　　広島市

３　調査地域

　　広島市佐伯区湯来町の大字下、大字原及び大字白砂の一部

４　調査期間

　　交付決定の日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第２８２号　

令和６年５月２０日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第２８３号　

令和６年５月２０日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第２８４号　

令和６年５月２０日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

ゆ う は レ
ディースクリ
ニック

広島市中区八丁
堀 ４ － １ ８ ク
ラ ー ス 八 丁 堀
ザ・マーク１階

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

身原皮ふ科・
形成外科クリ
ニック

広島市中区八丁
堀１４－７　７
階

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

大手町こぶけ
内科クリニッ
ク

広島市中区大手
町三丁目１－１
１

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

上八丁堀おか
ざき歯科医院

広島市中区上八
丁堀５－１５新
沢ビル４Ｆ

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

ドレミ歯科ク
リニック

広島市中区鶴見
町１３－１２－
１０１

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

杉屋内科医院
広島市東区光町
二丁目６－１２
－１０１

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

鼠径ヘルニア
日帰り手術広
島アルプスク
リニック

広島市東区二葉
の里三丁目５－
７ＧＲＡＮＯＤ
Ｅ広島２階２０
６

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

医療法人社団
瀬尾医院　う
じな家庭医療
クリニック

広島市南区宇品
東六丁目２－４
７

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

にほ耳鼻科・
内科心臓血管
クリニック

広島市南区仁保
新町二丁目５－
３ ２ グ レ イ ス
コート仁保新町
１Ｆ

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

ウォンツ宇品
西薬局

広島市南区宇品
西三丁目４－３
３

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

古江駅前すみ
れ皮ふ科

広島市西区庚午
中二丁目１９－
１８

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

医療法人社団
　斎整形外科

広島市西区己斐
中一丁目２－２
８

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

山本歯科医院
広島市西区井口
一丁目１－１－
１　Ｆビル２Ｆ

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

ウォンツ西観
音薬局

広島市西区西観
音町４－１９

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

中須内科消化
器中須おにた
けこどもクリ
ニック

広島市安佐南区
中須一丁目７－
７　２Ｆ

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日

すがはら小児
科アレルギー
科クリニック

広島市安佐南区
西原八丁目１－
１３　２Ｆ

令和６年４月
１日

令和１２年３
月３１日



広島市告示第２８５号　

令和６年５月２０日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術



―１４―　第１１２９号 令和６年７月１日広 島 市 報

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第２８６号　

令和６年５月２０日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年５月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

別紙　略



広島市告示第２８７号　

令和６年５月２０日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和６年５月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

別紙　略



広島市告示第２８８号　

令和６年５月２０日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年５月２０日

２　汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称



広島市告示第２８９号　

令和６年５月２１日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　広島センター・基町ビル

　　所在地　広島市中区基町１０番地１１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

　　代表取締役　辻上　広志

　　東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

　　株式会社広島バスセンター

　　代表取締役　及川　享

　　広島市中区基町６番２７号

　　株式会社そごう・西武

　　代表取締役　劉　勁

　　東京都豊島区南池袋一丁目１８番２１号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　別紙のとおり

４　変更年月日

　　別紙のとおり

５　届出年月日

　　令和６年５月１１日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

　　　広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月２１日から令和６年９月２１日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

汚水を排除し、及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐南区沼田町吉山の一部 戸山農業集落排水処理施設

佐伯区湯来町白砂の一部 棡農業集落排水処理施設
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模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月２１日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第２９０号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条第１項の規定に基づき、令和６年度

の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定しまし

たので、同条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割 １００分の７．６６

２　被保険者均等割 ２７，８２０円

３　世帯別平等割

　　条例第１０条第１項第３号アに掲げる額 ２７，３１４円

　　条例第１０条第１項第３号イに掲げる額 １３，６５７円

　　条例第１０条第１項第３号ウに掲げる額 ２０，４８６円



広島市告示第２９１号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の６の５第１項の規定に基づき、令

和６年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率

を次のとおり決定しましたので、同条第３項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割 １００分の２．９９

２　被保険者均等割 １０，７４１円

３　世帯別平等割

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに掲げる額

１０，５４５円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに掲げる額

５，２７３円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに掲げる額

７，９０９円



広島市告示第２９２号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１０条の１０第１項の規定に基づき、令和

６年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険

料率を次のとおり決定しましたので、同条第３項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　所得割　　　　　　１００分の１．９０

２　被保険者均等割　　　　　８，０５６円

３　世帯別平等割　　　　　　６，０４５円



広島市告示第２９３号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第１項に規定する令和６年度の国民

健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しま

したので、同条第２項において準用する条例第１０条第３項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第１項第１号アに掲げる額 １９，４７４円

２　条例第１４条第１項第１号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

１９，１２０円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

９，５６０円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

１４，３４１円

３　条例第１４条第１項第２号アに掲げる額 １３，９１０円

４　条例第１４条第１項第２号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

１３，６５７円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

６，８２９円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

１０，２４３円

５　条例第１４条第１項第３号アに掲げる額 ５，５６４円

６　条例第１４条第１項第３号イに掲げる額

　　条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

５，４６３円

　　条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

２，７３２円

　　条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

４，０９８円



広島市告示第２９４号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第３項において準用する同条第１項

に規定する令和６年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦
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課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第１

４条第３項において準用する同条第２項において準用する条例第

１０条の６の５第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額 ７，５１９円

２　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額 ７，３８２円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額 ３，６９２円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額 ５，５３７円

３　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額 ５，３７１円

４　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額 ５，２７３円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額 ２，６３７円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額 ３，９５５円

５　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額 ２，１４９円

６　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額

　　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額 ２，１０９円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額 １，０５５円

　　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額 １，５８２円



広島市告示第２９５号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条第４項において準用する同条第１項

に規定する令和６年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から

減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第１４条第４

項において準用する同条第２項において準用する条例第１０条の

１０第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額 ５，６４０円

２　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額 ４，２３２円

３　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額 ４，０２８円

４　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額 ３，０２３円

５　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額 １，６１２円

６　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額 １，２０９円



広島市告示第２９６号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条の３第１項及び第４項に規定する未

就学児に係る令和６年度の国民健康保険料の基礎賦課額の均等割

保険料額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条

第２項及び第５項において準用する条例第１０条第３項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条の３第１項に規定する乗じて得た額

１３，９１０円

２　条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の３第４項第２号に掲げる乗じて得た額

４，１７３円

３　条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の３第４項第２号に掲げる乗じて得た額

６，９５５円

４　条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の３第４項第２号に掲げる乗じて得た額

１１，１２８円



広島市告示第２９７号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条の３第３項において準用する同条第

１項及び同条第６項において準用する同条第４項に規定する未就

学児に係る令和６年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦

課額の被保険者均等割額から減額すべき額を次のとおり決定しま

したので、条例第１４条の３第３項において準用する同条第２項

及び同条第６項において準用する同条第５項において準用する条

例第１０条の６の５第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条の３第３項において準用する同条第１項に規定

する乗じて得た額 ５，３７１円

２　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号に掲

げる納付義務者に係る条例第１４条の３第６項において準用す

る同条第４項第２号に掲げる乗じて得た額 １，６１１円
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３　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号に掲

げる納付義務者に係る条例第１４条の３第６項において準用す

る同条第４項第２号に掲げる乗じて得た額 ２，６８５円

４　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号に掲

げる納付義務者に係る条例第１４条の３第６項において準用す

る同条第４項第２号に掲げる乗じて得た額 ４，２９６円



広島市告示第２９８号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条の４第１項又は第５項に規定する出

産被保険者に係る令和６年度の国民健康保険料の基礎賦課額から

減額すべき額を次のとおり決定しましたので、同条第２項又は第

６項において準用する条例第１０条第３項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条の４第１項第１号に規定する乗じて得た額

　　基礎控除後の総所得金額等に１００分の７．６６を乗じて得

た額に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り上げた額）

２　条例第１４条の４第１項第２号に規定する乗じて得た額

　　２７，８２０円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得

た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

３　条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第５項第１号に掲げる乗じて得た額

　　１に同じ

４　条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第５項第２号に掲げる乗じて得た額

　　８，３４６円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

５　条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第５項第１号に掲げる乗じて得た額

　　１に同じ

６　条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第５項第２号に掲げる乗じて得た額

　　１３，９１０円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得

た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

７　条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第５項第１号に掲げる乗じて得た額

　　１に同じ

８　条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第５項第２号に掲げる乗じて得た額

　　２２，２５６円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得

た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）



広島市告示第２９９号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条の４第３項において準用する同条第

１項及び同条７項において準用する同条第５項に規定する出産被

保険者に係る令和６年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等

賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第

１４条の４第３項において準用する同条第２項及び同条第７項に

おいて準用する同条第６項において準用する条例第１０条の６の

５第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条の４第３項において準用する同条第１項第１号

に規定する乗じて得た額

　　基礎控除後の総所得金額等に１００分の２．９９を乗じて得

た額に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り上げた額）

２　条例第１４条の４第３項において準用する同条第１項第２号

に規定する乗じて得た額

　　１０，７４１円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保

険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得

た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

３　条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第７項において準用する同条第５項第１号に掲げる

乗じて得た額

　　１に同じ

４　条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第７項において準用する同条第５項第２号に掲げる

乗じて得た額

　　３，２２２円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

５　条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第７項において準用する同条第５項第１号に掲げる

乗じて得た額

　　１に同じ

６　条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第７項において準用する同条第５項第２号に掲げる

乗じて得た額

　　５，３７０円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

７　条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第７項において準用する同条第５項第１号に掲げる

乗じて得た額

　　１に同じ
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８　条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第７項において準用する同条第５項第２号に掲げる

乗じて得た額

　　８，５９２円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）



広島市告示第３００号　

令和６年５月２２日　

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下

「条例」という。）第１４条の４第４項において準用する同条第

１項及び同条８項において準用する同条第５項に規定する出産被

保険者に係る令和６年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額か

ら減額すべき額を次のとおり決定しましたので、条例第１４条の

４第４項において準用する同条第２項及び同条第８項において準

用する同条第６項において準用する条例第１０条の１０第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　条例第１４条の４第４項において準用する同条第１項第１号

に規定する乗じて得た額

　　基礎控除後の総所得金額等に１００分の１．９０を乗じて得

た額に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り上げた額）

２　条例第１４条の４第４項において準用する同条第１項第２号

に規定する乗じて得た額

　　８，０５６円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

３　条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第８項において準用する同条第５項第１号に掲げる

乗じて得た額

　　１に同じ

４　条例第１４条第１項第１号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第８項において準用する同条第５項第２号に掲げる

乗じて得た額

　　２，４１６円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

５　条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第８項において準用する同条第５項第１号に掲げる

乗じて得た額

　　１に同じ

６　条例第１４条第１項第２号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第８項において準用する同条第５項第２号に掲げる

乗じて得た額

　　４，０２８円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）

７　条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第８項において準用する同条第５項第１号に掲げる

乗じて得た額

　　１に同じ

８　条例第１４条第１項第３号に掲げる納付義務者に係る条例第

１４条の４第８項において準用する同条第５項第２号に掲げる

乗じて得た額

　　６，４４４円に１２分の１を乗じて得た額に当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月の数を乗じて得た

額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げた額）



広島市告示第３０１号　

令和６年５月２３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　イオン宇品ショッピングセンター

　　所在地　広島市南区宇品東六丁目７５２番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　イオンリテール株式会社

　　代表取締役　井出　武美

　　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　別紙のとおり。

４　変更年月日

　　別紙のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年５月１６日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月２３日から令和６年９月２３日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規
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模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月２３日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略



広島市告示第３０２号　

令和６年５月２３日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　エールエールＡ館

　　所在地　広島市南区松原町９番１４

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役　杉山　朗

　　広島市南区松原町９番１号

　　ほか３２名　別紙１のとおり。

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙２のとおり。

　　（変更後）別紙３のとおり。

４　変更年月日

　　別紙２のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年５月１７日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月２３日から令和６年９月２３日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月２３日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１から３まで　略



広島市告示第３０３号　

令和６年５月２３日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり。

３　確認年月日

　　令和６年５月１日

別紙　略



広島市告示第３０４号　

令和６年５月２７日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３０５号　

令和６年５月２８日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課
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において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第３０６号　

令和６年５月３０日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので、同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　フジグラン高陽

　　所在地　広島市安佐北区亀崎一丁目１番６

２　大規模小売店舗を設置する者

　　広島県住宅供給公社

　　理事長　藤原　直樹

　　広島市中区大手町二丁目１１番１５号

３　変更事項

　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）別紙１のとおり。

　　（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

　　別紙１、２のとおり。

５　届出年月日

　　令和６年５月２４日

６　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　　広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年５月３０日から令和６年９月３０日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年９月３０日

　　提出先

〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第３０７号　

令和６年５月３１日　

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の定めるところに

より、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所

在地

　　名称　　　　　　　　　　楽天ペイメント株式会社

　　　代表者の氏名　　　　　　小林　重信

　　　主たる事業所の所在地　　東京都港区港南二丁目１６番５

号

　　　　　　　　　　　　　　　ＮＢＦ品川タワー

　　名称　　　　　　　　　　株式会社ＮＴＴドコモ

　　　代表者の氏名　　　　　　井伊　基之

　　　主たる事業所の所在地　　東京都千代田区永田町二丁目１

１番１号

　　　　　　　　　　　　　　　山王パークタワー

　　名称　　　　　　　　　　ＫＤＤＩ株式会社

　　　代表者の氏名　　　　　　髙橋　誠

　　　主たる事業所の所在地　　東京都千代田区飯田橋３丁目１

０番１０号

２　指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入

　　国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞

金、後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金、介護保険料

及びこれに係る延滞金、保育料及びこれに係る延滞金、保育園

等副食費及びこれに係る遅延損害金、市営住宅使用料、市営店

舗使用料、市営住宅等附設駐車場使用料、下水道事業受益者負

担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金、下水道

使用料、学校給食費及びこれに係る遅延損害金

３　指定納付受託者の指定をした日

　　令和６年５月３１日

４　指定納付受託者に歳入を納付させる期間

　　令和６年６月１日から令和１１年３月３１日まで



広島市告示第３０８号　

令和６年５月３１日　

　次の者を指定納付受託者に指定したので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２３１条の２の３第２項の定めるところに

より、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定納付受託者の名称、代表者の氏名及び主たる事業所の所
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在地

　　名称　　　　　　　　　　楽天銀行株式会社

　　代表者の氏名　　　　　　永井　啓之

　　主たる事業所の所在地　　東京都港区港南二丁目１６番５号

２　指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入

　　国民健康保険料及び国民健康保険税並びにこれらに係る延滞

金、後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金、介護保険料

及びこれに係る延滞金、保育料及びこれに係る延滞金、保育園

等副食費及びこれに係る遅延損害金、母子父子寡婦福祉資金償

還金の元利金及びこれらに係る違約金、市営住宅使用料、市営

店舗使用料、市営住宅等附設駐車場使用料、下水道事業受益者

負担金及び下水道事業分担金並びにこれらに係る延滞金、下水

道使用料、学校給食費及びこれに係る遅延損害金

３　指定納付受託者の指定をした日

　　令和６年５月３１日

４　指定納付受託者に歳入を納付させる期間

　　令和６年６月１日から令和１１年３月３１日まで



広島市告示第３０９号　

令和６年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３１０号　

令和６年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により、次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３１１号　

令和６年５月３１日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３１２号　

令和６年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により、次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので、同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３１３号　

令和６年５月３１日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９９条第２項の規定

により、次に掲げる者から介護老人保健施設の廃止の届出があっ

たので、同法第１０４条の２第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第３１４号　

令和６年５月３１日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

いずみ整形外
科・せぼねク
リニック

広島市中区吉島
西一丁目２２－
１３

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

玲　広島整形
外科クリニッ
ク

広島市中区本川
町三丁目１－１
４－１００３

令和６年６月
１日

令和１２年５
月３１日

医療法人社団
　沖本眼科

広島市東区光町
一丁目１４－２
５

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

ひろしま駅前
乳腺クリニッ
ク

広島市南区松原
町９－１エール
エールＡ館７Ｆ

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

すずき歯科小
児歯科矯正歯
科

広島市南区松原
町９－１　７階

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

訪問看護リハ
ビ リ ス テ ー
ションりらっ
くす

広島市西区南観
音一丁目１１－
４１－１０１

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

広島メディカ
ルクリニック

広島市安佐南区
高取北一丁目４
－２９－５

令和６年６月
１日

令和１２年５
月３１日



―２２―　第１１２９号 令和６年７月１日広 島 市 報

安佐南住宅・
痛 み の ク リ
ニック

広島市安佐南区
川内二丁目２０
－２１

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日

べる薬局
広島市安佐南区
高取北一丁目１
－１０

令和６年５月
１日

令和１２年４
月３０日



広島市告示（中区）第５３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第５４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年５月１日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第５５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第５６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第５７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年５月２１日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第５８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第５９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第３６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員
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　　東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　課長補佐　土谷　澄江　　　主　　事　川畑　翔生

　　　主　　事　煙石　哲士　　　主　　事　松村　大翼

　　　課長補佐　桜井　加代　　　主　　査　角　龍彦

　　　主　　査　藤本　佳彦　　　主　　事　尾濱　弘奈

　　　主　　事　北野　紘子

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和６年４月１日

４　委任期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　　　日直員　竹内　昌子　　　　日直員　和田　和代

　　　日直員　和高　百貴代　　　日直員　村上　俊明

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号、第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

　　令和６年４月１日

４　委任期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

　　　課長補佐　山本　孝治　　　主　　査　堀口　千紗子

　　　主　　査　小林　豊尚　　　主　　事　堀　真治

　　　主　　事　晃　直子　　　　主　　事　小幡　安寿佳

　　　主　　事　岩崎　光　　　　主　　事　中川　穂美

　　　主事（シニア）　表崎　修

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和６年４月１日

４　委任期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（東区）第３９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、東区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

　　　主任　繁本　直子

　　　主任　平本　静江

２　委任させた事務

　　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

　　令和６年４月１日

４　委任期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示（東区）第４０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　道路の区域を次のように決定したので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月１７日から同月３１日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　
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道路の
種類

路線名 決定区間 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東５区
１７号
線

東区山根町字天神
谷８８番地６地先
から
東区山根町字天神
谷８４番地４地先
まで

メートル
6.20
～

45.80

メートル

67.00



広島市告示（東区）第４２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月１７日から同月３１日まで広島

市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第４３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第４４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ １ 日　

　天神川駅北口第三駐輪場、戸坂千足自転車等駐車場、戸坂下千

足自転車等駐車場、及び不動院前駅東自転車等駐車場に長期間駐

車されていた下記自転車については、令和６年５月１９日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので、告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（東区）第４５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号の規定による道路を次のように指定したので、建築基準法施行

規則第１０条に基づき公告します。

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東５区
１７号
線

東区山根町字天神谷８８番
地６地先から
東区山根町字天神谷８４番
地４地先まで

令和６年５月１
７日

　この関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和６年５月２７日

３　路線名　　　　主要地方道広島中島線

４　指定場所　　　広島市東区温品四丁目

５　指定幅員　　　幅員　１６．２メートル～３４．０メートル



広島市告示（南区）第６２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第６３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ 日　

　稲荷町Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年５月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第６４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第６５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年５月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。
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広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第６６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和６年５月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第６７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第６８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第６９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和６年５月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ９ 日　

　天神川駅南駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年５月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第７５号　
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令 和 ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（西区）第３９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図画は、令和６年５月７日から同年５月２１日まで、

広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第４０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和６年５月７日から同年５月２１日まで、

広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 西４区６１号里道

広島市西区古江上一丁目６６２
番１地先から同所６６２番１地
先まで

広島市西区古江上一丁目６５５
番地先から同所６６２番１地先
まで

広島市西区古江上一丁目６４７
番地先から同所６５１番地先ま
で

広島市西区古江上一丁目６４７
番地先から同所６６５番２地先
まで

広島市西区古江上一丁目６３６
番地先から同所６３６番地先ま
で

里　道 西４区６２号里道
広島市西区古江上一丁目６５６番
地先から同所６５６番地先まで

里　道 西４区７０号里道
広島市西区古江上一丁目６３０番
地先から同所６３０番地先まで

里　道 西４区７９号里道
広島市西区古江上一丁目６５１番
地先から同所６５１番地先まで

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
旧

西４区Ｄ－５
１７－４－１
－１－６

広島市西区古江上一丁目２３６
番２地先から同所２５６番地先
まで

新
西４区Ｄ－５
１７－４－１
－１－６

広島市西区古江上一丁目２３６
番１地先から同所２５６番地先
まで



広島市告示（西区）第４１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月１３日から同年５月２７日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第４２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図画は、令和６年５月１３日から同年５月２７日まで

広島市西区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（西区）第４３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第４４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
西３区
１９０
号線

西区己斐上
三丁目１８
２１番地１
地先から
西区己斐上
三丁目１１
８９番地３
地先まで

旧

メートル
6.0
～
6.0

メートル

20.0

新

メートル
11.8
～

19.0

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西３区
１９０
号線

西区己斐上三丁目１８２１
番地１地先から
西区己斐上三丁目１１８９
番地３地先まで

令和６年５月１
３日
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条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第６３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年４月

２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第６４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和６年５月２日

３　道路の位置　　広島市安佐南区西原九丁目１１７７番７の一

部

４　幅員及び延長　幅員　４．２４ｍ

　　　　　　　　　延長　３９．４２ｍ



広島市告示（安佐南区）第６５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ 日　

　平成６年１月１９日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認可

した下中調子町内会（代表者　馬谷　光二）について、下記のと

おり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

区域

川内一丁目全域及び川内三丁目２４番、２５番



広島市告示（安佐南区）第６６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年５月

１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第６７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　令和６年５月１４日

３　道路の位置　　広島市安佐南区山本九丁目７４８番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００ｍ

　　　　　　　　　延長　４１．８８ｍ



広島市告示（安佐南区）第６８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ９ 日　

　令和６年第３回緑井財産区議会臨時会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

招集日時　　令和６年６月７日（金）　午前１０時

招集場所　　佐東公民館　第１研修室

議事日程　　日程第１　会期の決定について

　　　　　　日程第２　第３号議案　緑井財産区議会設置条例の

廃止について

　　　　　　　　　　　第４号議案　緑井財産区議会定例会条例

の廃止について

　　　　　　　　　　　第５号議案　緑井財産区議会議員の議員

報酬及び費用弁償に関する

条例の廃止について

　　　　　　日程第３　第６号議案　令和６年度緑井財産区会計

補正予算について



広島市告示（安佐南区）第６９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月３０日から同年６月１３日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。
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広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月３０日から同年６月１３日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第７１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年５月

２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第７２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　平成８年８月１３日付けで地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体として認可

した下城ハイツ町内会（代表者　繁野　正弘）について、下記の

とおり告示事項を変更しましたので、同条第１０項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

　　　氏　名　冨士田　豊

　　　住　所　広島市安佐南区大塚西二丁目４３番３号

２　事務所の所在地

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
４区４
２５号
線

安佐南区伴北五丁目
３４１１番地４地先
から
安佐南区伴北五丁目
２７８７番地２地先
まで

旧
5.40
～

12.40
114.60

新
10.00

～
25.00

114.60

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
４区４
２５号
線

安佐南区伴北五丁目３４１
１番地４地先から
安佐南区伴北五丁目２７８
７番地２地先まで

令和６年５月３
０日

　　広島市安佐南区大塚西二丁目４３番３号



広島市告示（安佐北区）第５４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成２４年９月１０日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した下の浜町内会

（代表者　高原　哲也）について、次のとおり解散しましたの

で、同条１０条後段の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第５５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１１年３月４日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可したふじランド町内会

（代表者　中村　敏行）について、次のとおり告示事項を変更し

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第５６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成７年３月２４日付けで、不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した荒下自治会（代表

者　岩田　健一）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

１ 名称 下の浜町内会

２ 区域

広島市安佐北可部南二丁目２番、可部南四
丁目１６番、１７番、可部南五丁目１番、
３番、６番～９番、１１番～１５番、可部
南二丁目４０番の区域

３ 事務所
広島県広島市安佐北区可部南五丁目１番２
号

４
清算人の氏名
及び住所

高原　哲也
広島市安佐北区可部南五丁目８番５４－４
号

５ 解散の事由 総会の決議による

６ 解散年月日 令和６年４月１４日

旧 新

事務所
広島市安佐北区口田南四
丁目２６番１８号

広島市安佐北区口田南四
丁目１４番１号

代表者の
氏名及び
住所

中村　敏行
広島市安佐北区口田南四
丁目２６番１８号

蒲原　翔平
広島市安佐北区口田南四
丁目１４番１号
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広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第５７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ０ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第２号

２．指定年月日　　令和６年５月１０日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部三丁目３４１番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．２４メートル

　　　　　　　　　延長　３２．８０メートル



広島市告示（安佐北区）第５８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月１４日から同月２８日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第５９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

旧 新

事務所
広島市安佐北区亀山南一
丁目２２番２２号

広島市安佐北区亀山南二
丁目１５番１８号

代表者の
氏名及び
住所

岩田　健一
広島市安佐北区亀山南一
丁目２２番２２号

宮本　明
広島市安佐北区亀山南二
丁目１５番１８号

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
２区７
５１号
線

安佐北区上
深川町字久
保田９８３
番地１地先
から
安佐北区上
深川町字久
保田９８８
番地１地先
まで

旧
1.96
～

4.36

63.20

新
4.00
～

4.85

　その関係図面は、令和６年５月１４日から同月２８目まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第６０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成８年１０月３１日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した庄原自治会（代

表者　安達　満敏）について、次のとおり変更したので、同条第

１０項後段の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第６１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐北区役所安佐出張所区出納員の事

務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　区分任出納員設置個所

　　安佐北区安佐出張所

２　区分任出納員

　　出張所業務推進員　　児玉　尚子

３　委任を解除する事務

　　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数

料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び

滞納処分による収納金の収納

　　国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　国民健康保険未収納一部負担金の収納

　　国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
２区７
５１号
線

安佐北区上深川町字久保田
９８３番地１地先から
安佐北区上深川町字久保田
９８８番地１地先まで

令和６年５月１
４日

旧 新

事務所
広島市安佐北区上深川町
３７６番地７

広島市安佐北区上深川町
２９９番地４

代表者の
氏名及び
住所

安達　満敏
広島市安佐北区上深川町
３７６番地７

大田　俊彦
広島市安佐北区上深川町
２９９番地４
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納付金の収納

　　介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

　　介護保険の介護給付費及び予防給付費の誤払過渡返還金及

び納付金の収納

　　後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

　　児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督

促手数料及び延滞金の収納

　　市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　幼稚園授業料の収納

　　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（出張所

の所掌事務に係るものに限る。）の収納

　　下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

　　下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び

延滞金の収納

　　下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

　　下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

　　下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

４　解除年月日

　　令和６年４月３０日



広島市告示（安佐北区）第６２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定したので、建築基準

法施行規則第１０条に基づき公告します。

　この関係図書は、広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１．指定番号　　　第３号

２．指定年月日　　令和６年５月１７日

３．道路の位置　　広島市安佐北区亀山三丁目の１２５１番３の

一部及び２２４９番５の一部

４．幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　５８．８５メートル



広島市告示（安佐北区）第６３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ２ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、令和元年１０月１０日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した安佐町久地魚切

自治会（代表者　西本　士月）について、次のとおり告示事項を

変更しました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第６４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和６年５月２７日から同年６月１０日ま

で、広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第６５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月２７日から同年６月１０日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第６６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月２７日から同年６月１０日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町久
地１６１５番地

広島市安佐北区安佐町久
地１１１３番地

代表者の
氏名及び
住所

西本　士月
広島市安佐北区安佐町久
地１６１５番地

大石　康朗
広島市安佐北区安佐町久
地１１１３番地

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｆ４－Ｃ山
根－２６－７０号
水路

安佐町大字後山１０７２番２地先
から１０７２番２地先まで

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

一　般
県　道

勝木安
古市線

安佐北区安
佐町大字後
山字追分１
０６４番地
１地先から
安佐北区安
佐町大字後
山字山根１
０９２番地
１地先まで

旧
7.9
～

11.3

112.3

新
8.3
～

12.0

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日
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一　般
県　道

勝木安
古市線

安佐北区安佐町大字後山字
追分１０６４番地１地先か
ら
安佐北区安佐町大字後山字
山根１０９２番地１地先ま
で

令和６年５月２
７日



広島市告示（安佐北区）第６７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ９ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成５年１１月２４日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した筒瀬親和会（代

表者　鳴本　幸和）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第６８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成４年１１月１１日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した中島自治会（代

表者　西廣　俊之）について、次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安佐北区）第６９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ １ 日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき、平成１６年１月１４日付けで、不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した光善坊自治会

（代表者　野上　公明）について、次のとおり告示事項を変更し

旧 新

事務所
広島市安佐北区安佐町大
字筒瀬１３４２番地１

広島市安佐北区安佐町大
字筒瀬３６５番地

代表者の
氏名及び
住所

鳴本　幸和
広島市安佐北区安佐町大
字筒瀬５４２番地

保堂　和宏
広島市安佐北区安佐町大
字筒瀬３６５番地

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部南三
丁目５番６号

広島市安佐北区可部南二
丁目２３番３１号

代表者の
氏名及び
住所

西廣　俊之
広島市安佐北区可部南三
丁目５番６号

松島　吉伸
広島市安佐北区可部南二
丁目２３番３１号

ました。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更があった事項

　　事務所並びに代表者の氏名及び住所

２　変更の内容



広島市告示（安芸区）第４７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第４８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第４９号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ２ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月２２日から同年６月５日まで広

旧 新

事務所
広島市安佐北区可部二丁
目１５番２０号

広島市安佐北区可部一丁
目５番４号

代表者の
氏名及び
住所

野上　公明
広島市安佐北区可部二丁
目１５番２０号

友重　真菜実
広島市安佐北区可部一丁
目５番４号



―３２―　第１１２９号 令和６年７月１日広 島 市 報

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第５１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ２ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月２２日から同年６月５日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第５２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第５３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月２７日から同年６月１０日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区４９
２号線

広島市安芸
区中野東六
丁目５０４
０番地６地
先から
広島市安芸
区中野東六
丁目５０３
９番地６地
先まで

旧

メートル
5.22
～

5.42

メートル

18.96

新

メートル
6.10
～

6.10

メートル

18.96

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区４９
２号線

広島市安芸区中野東六丁目
５０４０番地６地先から
広島市安芸区中野東六丁目
５０３９番地６地先まで

令和６年５月２
２日

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３８
４号線

広島市安芸
区瀬野西一
丁目４４番
地地先から
広島市安芸
区瀬野西一
丁目５番地
５地先まで

旧

メートル
12.04

～
18.07

メートル

85.70

新

メートル
14.07

～
19.83

メートル

85.70



広島市告示（安芸区）第５４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年５月２７日から同年６月１０日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第６０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年５月７日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第６１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ３ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は、令和６年５月１３日から同月２７日まで、広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第６２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区３８
４号線

広島市安芸区瀬野西一丁目
４４番地地先から
広島市安芸区瀬野西一丁目
５番地５地先まで

令和６年５月２
７日

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
佐伯３区２０６号
里道

佐伯区倉重一丁目１３４８番４地
先から佐伯区倉重一丁目１３４５
番１地先まで
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年５月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第６３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年５月１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第６４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ １ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のとおり設置します。

　その関係図面は、令和６年６月４日まで広島市佐伯区役所農林

建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

別図　略



広島市告示（佐伯区）第６５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年５月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第６６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年５月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

公園名称 所在地 区域 供用開始の期日

海老園第六
公園

広島市佐伯区海老園
二丁目３４５番１３
の一部

別図のと
おり

令和６年５月２
１日

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第６７号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年５月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第６８号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ３ ０ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和６年５月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略

公　　　　　　　告

令和６年５月２９日　

　令和６年３月２９日公布の広島市規則第２８号（広島市事務組

織規則の一部を改正する規則）の原稿誤りについて、次のとおり

公告します。

正　誤

広島市長　　松　井　一　實　

広島市中区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

公 告

該当
箇所

誤 正

第４条
第１項
の改正
規定

改め、「政策
調整係」を削
り

、
「政策企画係
　政策調整係」

を「政策企画係」に

第８２
条の改
正規定

専門員を、」
を「、専門員
又は主幹保育
士を、

専門員を、出先機関」を「、専門員又
は主幹保育士を、出先機関

区 選 管 告 示
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　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会　

委員長　　中　村　信　介　

　登録を行う日　　令和６年６月３日



広島市東区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規

定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の日と

なる同項に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次のとおり定

めます。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

　登録を行う日　　令和６年６月３日



広島市東区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和５年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市東区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和５

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会　

委員長　　佐々木　和　宏　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和５年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和５

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

別紙　略



広島市南区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会　

委員長　　中　田　憲　悟　

　登録を行う日　　令和６年６月３日



広島市西区選挙管理委員会告示第５号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会　

委員長　　原　田　武　彦　

　登録を行う日　　令和６年６月３日



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和５年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和５
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年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

別紙　略



広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ４ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 高 　 岡 　 　 　 優　

　登録を行う日　　令和６年６月３日



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和５年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和５

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

別紙　略



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　在外選挙執行規則（平成１１年自治省第２号）第８条第３項の

規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影の

印刷により代えるものとします。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　



広島市安佐北区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ７ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会　

委 員 長 　 　 大 　 本 　 和 　 則　

　登録を行う日　　令和６年６月３日



広島市安芸区選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

　登録を行う日　　令和６年６月３日



広島市安芸区選挙管理委員会告示第２号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により、令和５年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状況

について、別紙のとおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により、令和５

年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について、別紙の

とおり公表します。

広島市安芸区選挙管理委員会　

委員長　　荒　井　秀　則　

別紙　略



広島市安芸区選挙管理委員会告示第４号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ９ 日　

　在外選挙執行規則（平成１１年自治省令第２号）第８条第３項

の規定により調製された在外選挙人証に押なつする公印は、印影

の印刷により代えるものとします。

広島市安芸区選挙管理委員会　
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委員長　　荒　井　秀　則　



広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により、登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を、次の

とおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会　

委員長　　久　笠　信　雄　

　登録を行う日　　令和６年６月３日

広島市教育委員会規則第６号　

令 和 ６ 年 ５ 月 ２ １ 日　

　広島市立高等学校学則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

　　　広島市立高等学校学則の一部を改正する規則

　広島市立高等学校学則（昭和４２年広島市教育委員会規則第５

号）の一部を次のように改正する。

　別表広島市立美鈴が丘高等学校の項中「普通科」を「グローカ

ル探究科」に改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項

の規定は、公布の日から施行する。

２　令和７年度の広島市立美鈴が丘高等学校への入学に関し必要

な行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができ

る。

３　改正後の別表の規定の適用については、同表広島市立美鈴が

丘高等学校の項中「グローカル探究科」とあるのは、令和７年

４月１日から令和８年３月３１日までの間においては「グロー

カル探究科（第二学年及び第三学年にあつては、普通科）」と

し、同年４月１日から令和９年３月３１日までの間においては

「グローカル探究科（第三学年にあつては、普通科）」とする。

広島市教育委員会告示第１０号　

令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日　

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

教育委員会規則

教育委員会告示

１　日　時　令和６年５月２１日（火）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　浅野文庫等施設（仮称）整備基本計画について（報告）

　　湯来地域における小中一貫教育校の設置について（報告）

　　広島市立高等学校学則の一部改正について（議案）

　　令和７年度使用広島市立義務教育諸学校用教科用図書採択

の基本方針について（議案）

　　広島市教科用図書採択審議会への諮問について（議案）

　【非公開予定議題】

　　広島市教科用図書採択審議会委員の委嘱及び任命について

（議案）

広島市監査告示第２号　

令和６年５月１７日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第９

項の規定に基づき、次のとおり告示します。

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

包括外部監査の事務を補助する者でなくなった者の氏名及び住所

広島市報定期第１１２７号

（３０ページ　左上欄　１７行目～１８行目）

（誤）　附則第１８条中「第３５項まで、第３８項、第３９項若

しくは第４３項」を「第３４項まで、第３７項、第３８

項若しくは第４２項」に改める。

（正）　附則第１８条中「第３５項まで、第３８項、第３９項、

第４３項若しくは第４６項」を「第３４項まで、第３７

項、第３８項、第４２項若しくは第４５項」に改める。

監査告示

氏名 住所

大山口　鉄朗 広島市中区

正 誤




